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号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び

特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

内
容　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
９
条

第
２
項
並
び
に
第
19
条
第
９
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
法
に
お
い
て
定

め
ら
れ
て
い
な
い
町
の
社
会
保
障

等
の
事
務
に
つ
い
て
、
条
例
で
定

め
る
こ
と
に
よ
り
個
人
番
号
の
利

用
及
び
提
供
が
で
き
る
こ
と
と
な

る
た
め
条
例
を
制
定
す
る
も
の
。

　
︵
質
疑
・
討
論
な
し
、
原
案
可
決
︶

□
芳
賀
町
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

内
容　

印
鑑
登
録
証
に
代
え
て
印
鑑

登
録
機
能
を
付
し
た
個
人
番
号
カ
ー

ド
を
利
用
し
て
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
で
印
鑑
登
録
証
明

書
を
取
得
で
き
る
よ
う
に
し
、
町
民

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
た
め
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
。

　
︵
質
疑
・
討
論
な
し
、
原
案
可
決
︶

□
芳
賀
町
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
利
用

に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

内
容　

町
民
の
利
便
性
向
上
に
資
す

る
た
め
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
印

鑑
登
録
証
と
し
て
利
用
で
き
る
よ

う
条
例
を
制
定
す
る
も
の
。

　
︵
質
疑
・
討
論
な
し
、
原
案
可
決
︶

□
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
︵
損

害
賠
償
の
額
の
決
定
及
び
和
解
︶

内
容　

東
水
沼
地
内
の
町
道
に
お

い
て
、
乗
用
車
が
、
町
道
に
生
じ

た
穴
に
車
輪
を
落
と
し
、
タ
イ
ヤ

を
破
損
し
た
も
の
。
損
害
賠
償
額

は
１
万
４
８
４
５
円
で
、
全
国
町

村
会
総
合
賠
償
保
険
で
対
応
。

　
︵
質
疑
な
し
︶

□
地
方
自
治
法
第
96
条
第
２
項
の
規

定
に
よ
る
議
会
の
議
決
す
べ
き

事
件
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

内
容　

芳
賀
町
振
興
計
画
の
基
本

構
想
の
策
定
等
に
つ
い
て
、
議
会

の
議
決
に
付
す
た
め
、
地
方
自
治

法
第
96
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る

議
会
の
議
決
す
べ
き
事
件
を
定
め

る
条
例
を
制
定
す
る
も
の
。

　
︵
質
疑
・
討
論
な
し
、
原
案
可
決
︶

□
芳
賀
町
教
育
に
関
す
る
事
務
の
職

務
権
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例

の
廃
止
に
つ
い
て

内
容　

平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら

町
長
部
局
に
移
管
し
た
社
会
体
育

に
関
す
る
事
務
を
、
平
成
2₈
年
４

月
１
日
か
ら
教
育
委
員
会
に
戻
す

た
め
廃
止
す
る
も
の
。
条
例
制
定

12月定例会の概要12月定例会12月定例会 概要概要
条例制定、一般会計補正予算など議案を可決

報
　
告

条
例
制
定
・
廃
止
・一
部
改
正

□
芳
賀
町
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

内
容  

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
利
用

し
た
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等

に
お
け
る
住
民
票
の
写
し
及
び
印

鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
手
数
料
を

新
た
に
定
め
る
た
め
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
。
な
お
、
住
民

課
窓
口
で
の
利
用
軽
減
、
個
人
番

号
カ
ー
ド
の
普
及
促
進
等
を
鑑
み
、

住
民
課
窓
口
で
の
交
付
手
数
料
よ

り
安
価
に
し
た
も
の
。

　
︵
質
疑
・
討
論
な
し
、
原
案
可
決
︶

□
芳
賀
町
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

内
容  

法
人
番
号
に
係
る
規
定
に

つ
い
て
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特

定
の
個
人
を
認
識
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施

行
に
よ
り
、
法
人
番
号
の
定
義
を

明
確
化
す
る
も
の
。

　
︵
質
疑
・
討
論
な
し
、
原
案
可
決
︶

□
芳
賀
町
都
市
計
画
税
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

内
容  

近
隣
自
治
体
の
都
市
計
画

税
の
課
税
状
況
や
現
在
の
社
会
経

済
状
況
を
鑑
み
、
平
成
2₈
年
度
に

つ
い
て
、
引
き
続
き
税
率
を
100
分

の
0.2
と
す
る
も
の
。

　
︵
質
疑
・
討
論
な
し
、
原
案
可
決
︶

□
芳
賀
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

平成2₇年第６回芳賀町議会定例会は12月１から４日までの４日間、次の日程で開かれました。
期　日 会 議 名 内　　　　　　　容
12月１日 本会議 提案理由の説明、同意案採決、一般質問
12月３日 本会議 一般質問

12月４日 本会議
全議案のうち報告案件の質疑、その他の議案の質疑・討論・採決、各常任委員会事務調査報告、
教育民生常任委員会の請願審査報告、追加議案の質疑・討論・採決

時
に
期
待
し
た
各
種
健
康
事
業
と

の
連
携
に
よ
る
効
果
が
上
が
ら
ず
、

従
前
の
組
織
体
制
の
方
が
関
係
団

体
と
の
連
携
が
図
れ
る
た
め
。

　
︵
質
疑
・
討
論
な
し
、
原
案
可
決
︶

□
芳
賀
町
教
育
に
関
す
る
事
務
の
職

務
権
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例

の
廃
止
に
伴
う
関
係
条
例
の
整

備
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

内
容　

芳
賀
町
教
育
に
関
す
る
事
務

の
職
務
権
限
の
特
例
に
関
す
る
条

例
の
廃
止
に
伴
い
、
関
連
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
。
附

則
で
規
定
し
て
い
た
各
運
動
施
設

等
の
管
理
等
に
つ
い
て
、
町
長
部

局
か
ら
教
育
委
員
会
へ
戻
す
も
の
。

　
︵
質
疑
・
討
論
な
し
、
原
案
可
決
︶

□
芳
賀
町
部
課
設
置
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て

内
容　

芳
賀
町
教
育
に
関
す
る
事

務
の
職
務
権
限
の
特
例
に
関
す
る

条
例
の
廃
止
に
伴
い
、
社
会
体
育

に
関
す
る
事
務
を
教
育
委
員
会
に

戻
す
と
と
も
に
、
本
格
化
す
る
Ｌ

Ｒ
Ｔ
の
整
備
推
進
に
向
け
て
、
都

市
計
画
課
に
「
公
共
交
通
に
関
す

る
事
務
」
を
規
定
す
る
た
め
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
。

　
︵
質
疑
・
討
論
な
し
、
原
案
可
決
︶

□
芳
賀
町
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
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議
案
「
年
金
積
立
金
の
安
全
か
つ
確

実
な
運
用
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出

に
つ
い
て
」
と
し
て
、
本
会
議
に
追

加
上
程
さ
れ
、
全
員
賛
成
で
可
決
し

ま
し
た
。
な
お
意
見
書
は
、
後
日
、

関
係
大
臣
等
へ
送
付
し
ま
し
た
。

内
容  

現
在
77
万
円
の
国
民
健
康

保
険
税
の
賦
課
限
度
額
を
、
後
期

高
齢
者
支
援
金
分
と
介
護
納
付
金

分
を
そ
れ
ぞ
れ
２
万
円
ず
つ
引
き

上
げ
て
₈1
万
円
と
す
る
た
め
。

　
︵
質
疑
・
討
論
な
し
、
原
案
可
決
︶

□
芳
賀
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て

内
容  

介
護
保
険
料
の
徴
収
猶
予

申
請
書
等
に
個
人
番
号
を
追
加
す

る
も
の
。

　
︵
質
疑
・
討
論
な
し
、
原
案
可
決
︶

□
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

︵
芳
賀
町
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー
︶

内
容  

芳
賀
町
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン

タ
ー
の
指
定
管
理
者
の
指
定
が
平

成
2₈
年
３
月
₃1
日
を
も
っ
て
期
間

満
了
を
迎
え
る
こ
と
か
ら
、
引
き

続
き
指
定
管
理
者
の
指
定
を
し
た

い
の
で
、
地
方
自
治
法
第
2₄₄
条
の

2
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
議

会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

○
指
定
管
理
者　

株
式
会
社
日
本
水

泳
振
興
会
栃
木
営
業
所　

　

所
長　

都
丸　

義
弘

○
指
定
の
期
間　

平
成
2₈
年
４
月
１

日
か
ら
平
成
₃₃
年
３
月
₃1
日
ま
で

　

芳
賀
町
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管

理
者
の
指
定
手
続
等
に
関
す
る
条

例
第
２
条
に
基
づ
き
公
募
し
た
結

果
、
申
し
込
み
は
１
社
。
同
条
例

第
４
条
の
選
定
方
法
及
び
選
定
基

準
に
基
づ
き
、
指
定
管
理
者
選
定

委
員
会
の
審
議
結
果
か
ら
指
定
す

る
も
の
。

質
疑　

北
條　

勲
議
員

討
論　

北
條　

勲
議
員　

　
︵
原
案
可
決
︶

□
土
地
の
取
得
に
つ
い
て
︵
芳
賀
高

跡
地
整
備
事
業
︶

内
容  

芳
賀
高
跡
地
整
備
事
業
区

域
内
の
私
有
地
を
取
得
す
る
た
め
、

地
方
自
治
法
第
96
条
第
１
項
第
８

号
及
び
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き

契
約
及
び
財
産
の
取
得
ま
た
は
処

分
に
関
す
る
条
例
第
３
条
の
規
定

に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
。
取
得
す
る
土
地
は
、芳
賀
町

大
字
祖
母
井
１
６
６
４
番
地
₃9
ほ

か
９
筆
、
総
面
積
６
６
３
０
・
6₃

平
方
メ
ー
ト
ル
、
地
権
者
は
６
人
。

取
得
金
額
は
６
０
８
１
万
₅₄₄
円
。

質
疑　

北
條　

勲
議
員

　
︵
討
論
な
し
、
原
案
可
決
︶

補
正
予
算

□
平
成
27
年
度
芳
賀
町
一
般
会
計
補

正
予
算
︵
第
６
号
︶

内
容  

総
額
に
９
０
４
８
万
２
千

円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を

₈0
億
８
２
７
５
万
７
千
円
と
す
る

も
の
。

質
疑　

北
條　

勲
議
員

　

︵
討
論
な
し
、
原
案
可
決
︶

□
平
成
27
年
度
芳
賀
町
公
共
下
水
道
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算
︵
第
１
号
︶

内
容 　

総
額
に
１
１
０
０
万
円
を

　

追
加
し
、
予
算
総
額
を
２
億
６
５

　

０
０
万
円
と
す
る
も
の
。

︵
質
疑
・
討
論
な
し
、
原
案
可
決
︶

□
平
成
27
年
度
芳
賀
町
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
補
正
予
算
︵
第
１
号
︶

内
容 　

総
額
に
229
万
５
千
円
を
追

加
し
、
予
算
総
額
を
１
億
４
０
２

　

９
万
５
千
円
と
す
る
も
の
。

　
︵
質
疑
・
討
論
な
し
、
原
案
可
決
︶

同
意
案

□
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦

に
つ
い
て

　

平
成
2₈
年
３
月
₃1
日
付
け
を
も
っ

て
任
期
満
了
と
な
る
小
宮
隆
子
氏

︵
祖
母
井
︶
を
引
き
続
き
最
適
任
者

と
し
て
法
務
大
臣
に
推
薦
す
る
こ
と

に
同
意
し
ま
し
た
。

請
　
願

□﹁
年
金
積
立
金
の
安
全
か
つ
確
実

な
運
用
を
求
め
る
意
見
書
﹂
の

採
択
を
求
め
る
請
願
書

　

連
合
栃
木
芳
賀
地
域
協
議
会
か
ら

提
出
さ
れ
た
請
願
書
は
、
平
成
27
年

６
月
定
例
会
で
教
育
民
生
常
任
委
員

会
に
付
託
さ
れ
、
継
続
審
査
と
な
っ

て
い
ま
し
た
が
、
12
月
定
例
会
に
お

い
て
「
採
択
と
す
べ
き
も
の
」
と
の

審
査
結
果
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　

採
択
さ
れ
た
請
願
は
、
議
員
提
出

■一般会計補正予算の主な歳入歳出
歳　入

項　　　　目 補正額

県支出金
経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 300万円
水田経営とちぎモデル条件整備事業費補助金 748万3千円

繰越金 前年度繰越金 7,774万2千円

歳　出
項　　　　目 補正額

民生費

臨時福祉給付金・障害者医療費負担金・障害者自
立支援給付費・子育て世帯臨時特例給付金の実績
に基づく償還金

644万9千円

後期高齢者医療特別会計への保険基盤安定繰出金 229万5千円

農林水産業費

経営所得安定対策直接支払事業費補助金 300万円
水田経営とちぎモデル条件整備事業費補助金 1,085万円
下高根沢青木地区道路舗装工事費 250万円
堰の補修にかかる維持管理適正化事業費補助金 230万円

土木費

下高根沢地内町道のガードレール設置工事費 475万2千円
損傷した町道４路線の修繕工事 1,257万5千円
下高根沢地内上山下岡田線舗装工事費 3,880万円
打越新田土地改良地区内の道路用地購入費 1,000万円

▲小宮　隆子氏


